
 

令和７年度 ＜愛知＞ 

              

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主は障害者を５名以上雇用されている事業所ごとに障害者職業生活相談員を

選任して、障害者の職業生活全般についての相談と指導にあたらせることとしております。また、勤務事業所所轄のハローワ

ークへの選任報告書の提出も必要です。 

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛知支部では、今年度の資格認定講習を下記のとおり開催しますので、ご案内いたし

ます。 

開 催 日 時 
申込受付期間 定員 

 1日目 2日目 3日目 任意受講科目 

第1回 

（オンライン） 
10.22（水） 10.23（木） 10.24（金） 

11.27（木） 

(第2回の集合形式

会場にて実施) 

8.4（月）～

9.5（金） 155 

第2回 

（集合形式） 
11.26（水） 11.27（木） 

 11.27（木） 

15:10～17:00 

9.16（火）～

9.30（火） 
140 

第3回 

(オンライン) 
R8.1.26（月） R8.1.27（火） R8.1.28（水） 

R8.2.13（金） 

10:00～11:30 

(ウインクあいちに

て集合形式で実施) 

11.4（火）～

11.25（火） 
155 

 

□ 受講対象者  障害者を雇用している企業に在籍・勤務する方で、次ページ掲載の受講要件（１）から（７）のいずれかに該当

する方 （※過去に本講習を受講された方は対象といたしません。） 
 

□会 場  【第２回】岡谷鋼機名古屋公会堂 

（〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞一丁目1 番3 号）  

            【第３回】愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 1103 会議室 

（〒450-0002 名古屋市中村区名駅4 丁目4-38） 

□受 講 料  無料 
 

□申 込 方 法  ①下記の留意事項をご一読の上、各回申込受付期間中に別紙の「受講申込書」にご入力ください。 

②各回の申込受付期間中に、電子メールに申込書のエクセルデータを添付してご送信ください。なお、電子 

メールの件名は必ず「（事業所名）認定講習申込」としてください。 

≪あて先≫aichi-kosyo@jeed.go.jp ≪件名≫（事業所名）認定講習申込 

            ※当支部から到着確認のメールはいたしません。メールの到着確認をご希望の方はお手数ですが、お電話にてお問い合

わせ頂きますよう、お願いいたします。（メール到着までお時間がかかる場合がございます。お電話の際は時間をおいて

からおかけください。） 

◆留 意 事 項 

・ 同一事業所から複数名の申込は可能です。ただし、申込が定員を上回った場合には、次ページ掲載の受講要件の（１）～（７）の順で 

受講可否決定の優先順位付けをした上で受講決定または受講不可決定を行います。 

・ 受講申し込みが定員に達した場合には、受講を承れない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

・ 愛知県外事業所による受講申込は、愛知県内事業所からの申込が定員に達しなかった場合に限り、対象とします。  

・ 「受講決定通知書」「受講不可のご連絡」については、各回申込受付期間終了から４週間前後に、郵送にて通知いたします。受講可否

の通知がお手元に届かない場合は講習担当あて、お問合せください。なお、受講可否の理由についてのお問合せには対応しかねますの

で、あらかじめご了承ください。 

障害者職業生活相談員資格認定講習のご案内 



 

 

 ・ 受講にあたって、手話通訳者等特別な配慮が必要な場合には、受講申込書備考欄に具体的にご記入ください。  

公務部門に勤務する方は、受講できません。愛知労働局にお問合せください 

⇒https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/001425683.pdf 

 

◆受講要件 

  受講は以下（１）から（７）のいずれかに該当する方に限ります。   

また、各回の受講申込が定員に達した場合、以下（１）から（７）の順で受講可否決定の優先順位付けを行います。 

なお、「選任義務事業所」とは、５人以上の障害者を雇用する事業所を言います。 

（１）法施行規則第３９条に規定するいずれかの資格（＊）を有する者（以下「相談員有資格者」という。）及び過去に資格認定講習を修了し

た者がいない選任義務事業所において、相談員として選任が予定される者 

（２）選任義務事業所において、既に相談員として選任されていた者が、人事異動等により当該業務の遂行が困難となったことに伴い、新た

に相談員として選任が予定される者 

（３）当該年度中に、雇用障害者の増加により選任義務事業所となる見込みである事業所において、相談員として選任が予定される者 

（４）選任義務事業所において、相談員有資格者として既に選任されている者のうち、資格認定講習を受講していない者 

（５）相談員の選任義務のない事業所において、障害者の職業生活全般における相談、指導を行うため、資格認定講習の受講が必要な者 

（６）選任義務事業所において、相談員を既に選任しているものの、雇用障害者の増加等により相談員を増員する必要が生じたため、相談 

員として選任が予定されている者 

（７）その他資格認定講習の受講が必要と判断される者 

 

（参考） ＊ 障害者職業生活相談員の資格要件 

   ① 障害者職業生活相談員資格認定講習を修了した方。  

② 上記①の他、厚生労働省令で定める資格を有する方。  

 (注)厚生労働省令で定める資格  

・ 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものに限る)の修了者又はこれに準じる者として

厚生労働大臣が定める者  

・ 学校教育法による大学もしくは高等専門学校(旧専門学校を含む)の卒業者又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の長期養成

過程の指導員訓練(福祉工学科に係るものを除く)、職業能力開発大学校もしくは職業能力開発短期大学校の専門課程の高度職業訓練もしくは職業

能力開発大学校の応用課程の高度職業訓練の修了者もしくはこれらに準じる者として厚生労働大臣が定める者で、その後１年以上、障害者である労

働者の職業生活に関する相談及び指導の実務経験を有する者  

・ 学校教育法による高等学校（旧中学校令による中等学校を含む）又は中等教育学校の卒業者（学校教育法施行規則第150条に規定する者又はこれ

と同等以上の学力を有すると認められる者を含む）で、その後２年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務経験を有する

者  

・ その他の者で、３年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務経験を有する者 

 

●上記に掲げる者に準ずる者（※） 

（以上「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則」より引用） 

※「上記に掲げる者に準ずる者」とは、職場適応援助者養成研修修了者又は「個別的なサポートを行う支援者を必要とする障害者」を支援する者に対す

る研修（国の機関の職員に対する障害者の職場適応援助者養成事業）修了者を指します。 

 

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛知支部 

高齢・障害者業務課 （講習担当） 

〒460-0003 名古屋市中区錦 1-10-1 M I テラス名古屋伏見 4 階 

ＴＥＬ: 052-218-3385 


